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東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

築
室
春
嘗
成

雪
堂
風
雨
夜

已
作
封
林
繋

こ
れ
は
宋
詩
全
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
東
披
の
詩
の
な
か
に

は
、
従
来
の
詩
の
枠
を
は
み
出
し
た
表
現
や
語
彙
が
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
。

「
買
田
〗
と
い
う
語
も
そ
う
い
う
類
の
語
で
、
東
披
の
詩
中
に
習
用
さ
れ
て
い

る
。
注
家
は
こ
れ
を
東
披
の
退
老
計
画
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
の
問
題
を
い
さ
さ
か
検
討
し
て
み
た
い
。

東
披
の
詩
中
で
「
買
田
」
の
語
の
用
例
の
幾
分
を
作
詩
の
年
代
順
に
排
列
し

て
み
よ
う。

0

0

 

ー
買
田
秋
已
議

は
か

田
を
買
う
こ
と
秋
す
で
に
議
り

へ

や

き

ず

ま

さ

室
を
築
く
は
春
嘗
に
成
る
べ

し

雪
堂
風
雨
の
夜
は

す
で
に
封
林
の
繋
を
な
す

（
初
秋
寄
子
由）

こ
の
詩
は
元
豊
六
年
秋
黄
州
で
の
作
で
、
そ
の
末
尾
の
一
段
で
あ
る
。
東
披

は
詩
獄
の
あ
と
、
元
豊
―
一
年
二
月
か
ら
元
豊
七
年
三
月
ま
で
黄
州
の
配
所
に
い

た
。
こ
の
詩
の
作
ら
れ
た
前
年
ご
ろ
か
ら
、
退
休
の
念
と
み
に
き
ざ
し
て
田
地

を
物
色
し
、
東
披
題
祓
に
も
「
黄
州
東
南
三
十
里
為
沙
湖
、
亦
日
鐸
師
店
、
予
将

買
田
其
間
、
因
往
相
田
得
疾
、
聞
麻
橋
人
寵
安
時
善
瞥
而
聾
、
安
時
雖
聾
而
穎

悟
過
人
、
以
指
書
字
、
不
證
数
字
輯
了
人
深
意
、
予
戯
之
云
、
予
以
手
為
口
‘

君
以
眼
為
耳
、
皆
一
時
異
人
也
、
疾
愈
、
輿
之
同
遊
清
泉
寺
」
（
書
清
泉
寺

詩
）
と
あ
る
。
東
披
の
沙
湖
買
田
の
こ
と
は
、
王
注
は
林
子
仁
の
説
と
し
て
引

く
し
、
菩
湊
漁
隠
叢
話
に
も
こ
の
題
跛
の
文
と
同
じ
も
の
を
の
せ
る
が
、
文
章

に
い
さ
さ
か
異
同
が
あ
る
。
題
跛
に
寵
安
時
と
あ
る
の
は
菩
袈
漁
隠
叢
話
の
籠

安
常
の
方
が
正
し
く
、
東
披
志
林
に
は
東
披
が
寵
安
常
に
左
手
の
腫
の
治
療
を

受
け
た
こ
と
も
出
て
い
て
、
元
豊
五
年
三
月
と
し
て
い
る
の
で
、
沙
湖
の
田
地

を
見
に
行
っ
た
の
は
そ
の
時
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
前
年
（
元
豊
五
年
）
落

成
し
た
璽
長
で
む
か
え
る
風
雨
の
夜
に
は
、
や
が
て
、
弟
と
林
を
な
ら
べ
て
聴

東

披

詩

の

買

田

の

語

に

西

つ

い

て

野

貞

ム
口

、
1

(757) 



く
べ
き
雨
声
を
な
し
て
い
る
と
い
う
後
の
二
句
は
、
章
応
物
の
句
「
寧
知
風
雨

夜
、
復
此
封
林
眠
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、

こ
の
句
は
東
披
の
詩
に
習
見
す

る
。
兄
弟
と
も
に
退
休
す
る
と
い
う
旧
約
を
念
頭
に
も
つ
東
披
は
、
そ
の
宿
昔

の
志
の
い
さ
さ
か
も
か
わ
る
所
の
な
い
旨
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
昔
年
東
披

が
弟
と
制
策
試
験
に
応
じ
る
た
め
に
懐
遠
駅
に
寓
し
た
お
り
の
、
弟
の
感
慨
と

悲
傷
を
追
憶
す
る
此
の
詩
の
前
の
部
分
幾
段
を
も
ち
出
さ
ず
と
も
、
こ
の
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
例
で
は
買
田
の
こ
と
は
、
東
披
が
退
休
に
そ
な
え
て

ま
か

勾
漏
の
丹
砂
は
す
で
に
君
に
付
す

た
ん
こ
ぷ

汝
陽
の
甕
盛
は
吾
何
ぞ
恥
じ
ん

君
錦
る
さ
に
我
が
難
黍
の
約
に
赴
け

田
を
買
い
室
を
築
く
こ
と
今
よ
り
始
め
ん

（
送
沈
逹
赴
廣
南
）

此
の
詩
は
元
豊
七
年
汝
州
に
量
移
さ
れ
た
東
披
が
四
月
黄
州
を
離
れ
て
北
帰

の
途
中
の
作
で
、
こ
れ
も
終
の
一
段
で
あ
る
。
同
歳
の
友
人
で
東
妓
と
同
年
で

官
界
の
昇
進
に
め
ぐ
ま
れ
ぬ
沈
控
が
南
方
広
南
に
赴
任
す
る
の
に
遇
然
相
会
し

て
、
功
名
よ
り
も
学
道
の
奥
義
を
き
わ
め
る
べ
き
を
説
い
て
、
こ
こ
で
分
か
れ

て
は
南
北
行
く
所
は
異
る
が
、
や
が
て
帰
郷
の
際
は
汝
州
を
訪
れ
る
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
見
え
る
甕
盆
は
、
汝
州
の
風
土
病
の
瘤
の
こ
と
を
た

と
え
た
も
の
で
、
東
波
の
こ
の
語
は
欧
陽
修
の
汝
疱
詩
に
も
見
え
る
が
、
こ
う

汝
陽
甕
忠
吾
何
恥

君
饒
赴
我
雉
黍
約

．． 
買
田
築
室
従
今
始

2
勾
漏
丹
砂
已
付
君

な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

い
う
こ
と
を
詩
語
と
し
て
用
い
る
の
も
宋
詩
の
一
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

前
の
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
田
地
と
宅
舎
の
こ
と
が
並
ん
で
出
て
い
る
。
買
田
が

退
休
の
備
え
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
前
の
詩
の
場
合
と
同
じ
。

是
の
身
虚
空
の
如
く

萬
物
み
な
我
が
儲
な
り

な
ん
す
れ
ぞ
強
い
て
分
別
し
て

百
金
も
て
田
鷹
を
買
わ
ん

（
贈
哀
捗
）

こ
の
詩
は
元
豊
八
年
常
州
の
作
で
首
の
一
段
で
あ
る
。
汝
州
に
転
任
の
命
を

う
け
た
東
披
は
金
陵

・
京
口
を
経
て
、
そ
の
年
の
暮
、汝
州
に
気
の
す
す
ま
ぬ
ま

ま
洒
州
に
滞
在
し
、
翌
八
年
二
月
、
再
度
の
上
書
が
き
き
と
ど
け
ら
れ
た
結
果
常

州
居
住
が
許
さ
れ
た
。
衰
捗
（
字
世
弼
）
は
と
き
に
常
州
の
州
学
の
官
に
い
た
の

か
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
自
己
を
虚
空
と
見
て
、
虚
空
が
自
己
な
れ
ば
、
天
地

山
川
す
べ
て
自
己
に
帰
す
る。

し
た
が
っ
て
、
万
物
み
な
我
が
儲
で
あ
る
と
考

え
た
。

そ
こ
で
こ
の
人
に
は

強
い
て
自
己
と
他
と
区
別
す
る
必
要

は
な
か
•た

し、

大
金
を
出
し
て
田
宅
を
買
う
必
要
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
周
益
公
題
祓

に
載
せ
る
東
披
の
楚
頌
帖
に
は
「
宜
興
に
二
小
圃
を
買
う
べ
き
」
旨
の
記
載
が

見
え
、
且
つ
そ
の
帖
末
に
、
元
豊
七
年
十
月
二
日
の
署
名
が
あ
る
。
作
詩
の
前

年
東
披
は
常
州
宜
興
県
の
田
地
の
購
入
に
か
な
り
な
金
額
を
費
消
し
た
か
ら
、

衰
捗
の
悟
淡
ぶ
り
を
称
し
て
此
の
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
買
田
の
語
は
、

3
是
身
如
虚
空

萬
物
皆
我
儲

胡
為
強
分
別

．．． 

百
金
買
田
鷹

(758) 



東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

こ
の
例
で
は
廊
字
が
加
わ
っ
て
買
田
麿
と
な
っ
て
い
る
が
、
用
法
も
意
味
も
前

の
二
例
と
異
る
所
が
な
い
。

4
始
憶
庚
寅
降
屈
原

旋
看
蝶
鳳
戯
僧
虔

随
翁
萬
里
心
如
鐵．． 

此
子
何
努
為
買
田

う
ま

は
じ
め
て
憶
う
庚
寅
屈
原
の
降
れ
し
を

た
ち
ま
ち
看
る
蝋
鳳
に
僧
虔
の
戯
れ
し
を

ち
ら翁

に
従
っ
て
萬
里
心
鐵
の
如
し

た
め

此
の
子
何
を
努
し
て
か
為
に
田
を
買
わ
ん

（
次
韻
子
由
使
契
丹
至
琢
州
見
寄
）

こ
の
詩
は
元
祐
五
年
杭
州
の
作
、
七
絶
四
首
の
第
四
首
で
あ
る
。
蘇
轍
の
子

遠
は
煕
寧
七
年
甲
寅
の
年
の
う
ま
れ
で
、
東
披
の
「
虎
児
」
の
詩
は
こ
の
甥
の

誕
生
を
祝
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
三
人
の
甥
の
う
ち
遠
が
東
披
に
よ
く
に
て

い
る
の
で
最
も
目
を
か
け
て
い
た
。
東
披
の
自
注
に
よ
れ
ば
、
こ

の
時
子
由
に

随
行
し
た
の
は
長
子
の
遅
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
第
一
句
で
遠
を
、
第
二
句
以

下
で
遅
の
こ
と
を
称
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
買
田
の
語
の
意
味
は
、
子
由
の

原
韻
の
「
棄
装
聯
復
助
蹄
田
」
に
対
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
披
は
弟
の
苦
労

を
い
た
わ
る
心
算
で
、
漢
の
陸
買
の
子
の
禄
禄
に
た
る
に
ひ
き
く
ら
べ
て
遅
の

こ
と
を
ほ
め
て
田
を
買
い
興
え
ず
と
も
よ
い
と
い
う
。
こ
の
詩
で
は
、
買
田
の

語
と
帰
休
と
の
関
係
は
、
前
の
三
例
よ
り
か
な
り
薄
い
よ
う
に
思
う
。

東
披
の
詩
で
買
田
の
語
を
用
い
た
も
の
は
、
こ
の
外
数
例
あ
る
が
、
い
ま
は

こ
こ
で
止
め
る
。
右
の
四
例
も
、
挙
例
を
略
し
た
数
例
も
、
い
ず
れ
も
黄
州
左

遷
以
後
の
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
、
退
老
の
資
と
し
て
、
諸
方
に
田
地
を
求
め

宅
舎
を
問
う
と
い
う
状
況
の
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
の
中
に
見
え
る
。

東
披
の
詩
中
で
買
田
の
語
は
黄
州
以
前
に
遡
り
得
な
い
が
、
田
地
を
買
お
う

と
し
た
形
迩
は
さ
ら
に
早
い
時
期
の
詩
の
中
に
見
ら
れ
る
。

5
三
年
不
顧
東
鄭
女
三
年
顧
み
ず
東
鄭
の
女

＇

，

．．． 

二
頃
方
求
負
郭
田
二
頃
方
に
求
む
負
郭
の
田

我
欲
蹄
休
君
未
可
我
欝
休
せ
ん
と
欲
す
る
も
君
未
だ
可
か
ら
ず

ほ

茂
先
方
議
馴
龍
泉
茂
先
方
に
議
す
龍
泉
を
漸
ら
ん
こ
と
を

（憂
頭
寺
送
宋
希
元
）

元
豊
二
年
徐
州
憂
頭
寺
の
作
、
七
律
の
後
半
で
あ
る
。

此
の
日
東
披
は
宋
希

元
と
と
も
に
松
を
寺
中
に
植
え
て
別
れ
、
他
日
に
忘
れ
ぬ
よ
す
が
と
し
た
が
、

詩
の
後
半
で
は
、

宋
玉
の
故
事
を
宋
希
元
に
、
蘇
秦
の
故
事
を
自
身
に
た
と

え
、

自
分
は
引
退
す
る
が
、

宋
希
元
は
才
能
あ
る
人
で
、
張
華
が
名
剣
を
察

知
し
た
如
く
識
者
の
抜
擢
を
受
け
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
引
退
す
べ
き
で
な

い
旨
を
詠
ん
で
い
る
。
東
披
が
当
時
す
で
に
良
田
を
求
め
て
い
た
形
迩
は
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
見
え
る
二
頃
田
と
か
負
郭
田
と
か
い
う
表
現
が
東
披
自

身
に
関
し
て
、
或
は
他
に
関
し
て
し
ば
し
ば
詩
中
に
見
え
る
。
ま
た
こ
れ
は
後

の
時
期
の
も
の
ら
し
い
が
、
東
披
題
跛
に
「
吾
無
求
於
世
芙
、
所
謂
二
頃
田
、

以
克
値
了
粥
耳
、
而
所
至
訪
問
、
終
不
可
得
、
登
吾
道
方
賑
難
、
時
無
適
而
可

三



貪」 る
。

の
文
集
で
は
、

耶
、
抑
人
生
自
有
定
分
、
雖
1

飽
亦
如
功
名
富
貴
、
不
可
岬
得
也
耶
」

（書
田）

と
述
べ
て
い
る
。

二
頃
の
田
に
つ
い
て
の
関
心

の
深
さ
が
し
の
ば
れ
る
。
東
披

さ
ら
に
早
い
時
期
の
詩
に
田
地
へ
の
執
着
を
示
す
も
の
が
あ

江
山
か
く
の
如
き
に
蹄
山
せ
ず
ん
ば

あ
ら

江
神
怪
を
見
わ
し
て
我
が
頑
を
警
し
め
ん

我
は
江
神
に
謝
す
登
に
已
む
を
得
ん
や

田
あ
ら
ば
蹄
ら
ざ
ら
ん
や
江
水
の
如
し

6
江
山
如
此
不
蹄
山

江
神
見
怪
警
我
頑

我
謝
江
神
登
得
已

0

0

 

有
田
不
蹄
如
江
水

＇

（遊
金
山
寺
）

こ
れ
は
煕
寧
四
年
、
金
山
で
の
作
の
末
尾
の
一
段
で
、
金
山
で
経
験
し
た
夜

の
江
心
の
怪
光
に
つ
い
て
、
蜀
へ
帰
休
せ
ぬ
為
江
神
が
こ
の
よ
う
な
警
告
を
な

す
の
か
と
疑
い
、
官
職
を
去
ら
ぬ
の
は
生
活
の
た
め
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
、
も

し
田
地
が
あ
る
な
ら
帰
休
し
な
い
は
ず
は
な
い
、
こ
の
こ
と
は
江
水
も
か
ん
が

0

0

 

み
て
見
よ
と
江
神
に
誓
っ
て
い
る
。
同
時
に
別
の
一
首
に
、
「
無
田
不
退
寧
非

（自
金
山
放
船
至
焦
山
）
と
あ
る
の
は
、
田
地
が
無
く
と
も
引
退
せ
ね
ば

と
、
前
の
詩
と
う
ら
は
ら
の
心
境
を
よ
む
よ
う
で
あ
る
が
、
田
地
の
な
い
と
い

う
こ
と
の
自
覚
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
後
年
京
口
に
田
地
を
買
お
う
と
し

て
、
「
遊
金
山
寺
」
の
詩
の
誓
を
追
憶
し
て
、

「
今
有
田
突
、而
不
蹄
無
乃
食
言
於

神
耶
」
（
東
披
題
跛
、
書
浮
玉
買
田
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
東

披
の
外
任
を
歴
て
年
少
気
鋭
の
時
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
長
い
間
田
地
と
退
休
の

東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

東
披
の
文
集
の
中
に
は
、
多
く
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
書
簡
は
詩
と

は
異
な
り
、
事
実
を
仔
細
に
述
べ
て
い
て
、
田
地
の
買
入
れ
に
つ
い
て
の
上
述

の
考
察
を
傍
証
し
ま
た
補
い
得
る
資
料
と
な
る
も
の
が
多
い
。

7
近
因
往
螺
師
店
看
田
、

近

ご
ろ
螺
師
店
に
往
く
に
因
っ
て
田
を
看

既
至
境
上
、
番
尉
輿
寵
る
。
既
に
境
上
に
至
る
に
、
番
尉
寵
幣
来
り

賢
来
相
會
、
因
視
管
腫
、

相

會

す

。

因

っ
て
管
の
腫
を
視
る
に
風
氣
に

や

く

じ

云
非
風
氣
、
乃
薬

食

毒

非

ず

、
乃
ち
薬
食
の
毒
な
り
。
鍼
し
て
之
を

也
、
非
鍼
去
之
、
恐
作
去
る
に
非
ず
ん
ば
、
恐
ら
く
は
癒
を
な
し
て

癒
、
乃
已
、

遂
相
率
往

麻
橋
寵
家
住
数
日

鍼

療
、
尋
如
其
言
得
愈

突
、：・・・・・・・所
看
田
乃

不
甚
佳
、
且
罷
之
、
…

（
興
陳
季
常
書
）

乃
ち
已
ま
ん
と
云
う
。
遂
に
相
率
い
て
麻

橋
の
寵
家
に
往
き
、
住
る
こ
と
敷
日
鍼
療

っ

し
、
尋
い
で
そ
の
言
び
如
く
愈
ゆ
る
を
得
た

り
。
…
…
看
る
所
の
田
は
甚
し
く
は
佳
か

ま

さ

や

ら
ず
。
且
に
之
を
罷
め
ん
と
す
。

陳
悔
（
字
季
常
）
は
方
山
子
伝
の
そ
の
人
で
、
黄
州
で
の
東
妓
と
は
、
と
く

に
あ
つ
い
交
わ
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
と
、
先
に
東
披
が
黄
州
東
南
―
――
卜
里

こ
と
が
常
に
心
に
懸

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ニ
四
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東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

舟
中
載

二
百
千
省
上

二
五

云
、
京
師
任
郎
中
其
学
之
せ
ん
。
陳
季
常
悔
を
見
る
に
言
う
、
京
師

の
沙
湖
で
、
田
を
買
お
う
と
し
て
見
に
行
っ
て
疾
を
得
た
と
い
う
東
披
題
祓
の

記
事
と
符
合
す
る
が
、
実
際
は
田
地
を
買
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
王
注
の
引
く

林
子
仁
の
説
は
伝
聞
の
誤
で
あ
ろ
う
か
。
陳
季
常
は
更
に
武
昌
の
田
地
を
斡
旋

し
よ
う
と
し
た
が
、
檀
に
黄
州
を
去
っ
て
別
路
に
居
る
こ
と
が
京
師
に
聞
え
る

こ
と
を
恐
れ
て
い
る
書
簡
も
あ
る
。

8
承
令
弟
見
訪
、
岸
下
無

泊
慮
、
又
苦
風
、
忽
忽

別
去
、
至
今
不
足
、
示

諭
田
事
、
方
憂
見
罪
、

乃
蒙
留
念
如
此
、
感
幸

不
可
言
、
某
都
不
知
彼

中
事
、
但
公
意
所
可
、

無
不
便
者
、
軍
屯
之
東

三
百
石
者
、
便
為
下
情

甚
佳
、
李
教
授
之
兄
又

云
官
務
相
近
有
一
荘
大

佳
、
此
彫
寺
丞
見
報
、亦

閑
輿
問
看
、
今
日
章
質

夫
之
子
過
此
、
已
託
於

令
弟
の
訪
れ
ら
る
を
う
け
、
岸
下
に
泊
慮
な

く
、
又
風
に
苦
し
む
、
忽
忽
と
し
て
別
去
さ

れ
し
は
、
今
に
至
る
も
足
る
と
せ
ず
。
田
事

マ
サ

を
示
諭
さ
れ
、
方
に
罪
せ
ら
る
を
憂
え
ら
る
、

乃
ち
留
念
を
蒙
る
こ
と
か
く
の
如
し
、
感
幸

言
う
べ
か
ら
ず
。
某
は
都
て
彼
の
中
の
事
は

知
ら
ず
、
但
だ
公
の
意
に
可
と
す
る
所
、
便

｀
ー
、2
 

,1
,
 

な
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
軍
屯
の
東
三
百
石
な

る
も
の
、
便
ち
下
情
甚
だ
佳
し
。
李
教
授
の

兄
ま
た
言
う
。
官
務
相
近
き
に
一
荘
の
大
だ

佳
き
あ
り
、
こ
れ
彰
寺
丞
報
ぜ
ら
る
。
亦
閑
に

た
め
に
問
看
せ
ん
。
今
日
章
質
夫
の
子
此
を

• 
3
 

＇
ー

し

過
ぎ
る
。
已
に
舟
中
に
載
す
る
二
百
千
省
を

た
め

上
納
す
る
を
託
す
。
到
れ
ば
興
に
留
下
さ
れ

ん
こ
と
を
乞
う
。
果
し
て
公
の
見
念
を
蒙
り

納
、
到
乞
輿
留
下
、
果
蒙

公
見
念
、
令
有
蹄
老
之
資
、

異
日
公
為
蒼
生
復
起
、
嘗

御
為
公
葺
治
田
園
、
以
報

今
日
之
賜
也
、
適
新
曹
守

到
稜
、
冗
甚
不
―
―

（典
楊
元
素
）

9
承
示
諭
定
襄
胡
家
田
、
公

輿
唐
彦
議
之
、必
無
遺
策
、

小
子
坐
享
成
熟
、
知
幸
知

幸
、
近
答
唐
君
書
並
和
紅

字
韻
詩
、
必
皆
達
芙
、
胡

田
先
佃
後
買
、
所
謂
抱
橋

深
浴
、
把
鏡
放
肛
也
、
呵

呵
、
凡
事
既
不
免
千
漬

左
右
、
乞
一
面
裁
之
、
不

須
問
某
也
、
尚
有
二
百
千

省
、
若
須
使
、
乞
示
諭
、

求
便
附
去
、
見
陳
季
常
悔

て
錦
老
の
資
有
ら
し
め
ば
、
異
日
公
低
生

の
為
に
復
び
起
た
ば
、
西
国
に
ま
た
公
の
為

定
襄
の
胡
家
の
田
を
示
諭
さ
る
る
を
承

く
ん

く
。
公
と
唐
彦
之
を
議
る
、
必
ず
遣
策
無

か
ら
ん
、
小
子
坐
に
し
て
成
熟
を
享
く
、

知
幸
知
幸
。
近
ご
ろ
唐
君
に
答
へ
る
書
並

に
紅
字
韻
に
和
す
る
詩
必
ず
皆
達
せ
る
な

｀
ー
、ハい

カ

ら
ん
。
胡
田
は
先
に
佃
り
後
に
買
う
、
い

わ
ゆ
る
橋
を
抱
い
て
深
く
浴
し
、
攪
を
と

,1
,
 

5
 

9

9
 

っ
て
肛
を
放
つ
な
り
。
呵
呵
゜
凡
そ
事
既

に
左
右
を
干
漬
す
る
を
免
れ
ず
。
乞
う
一

き

め

そ

れ

が
し

面
に
之
を
裁
て
某
に
問
う
を
須
い
ざ
れ
。

ペ

な
お
二
百
千
省
あ
り
、
も
し
使
う
須
く
ん

ば
乞
う
示
諭
さ
れ
よ
。
便
を
求
め
て
附
去

ぜ
ん
、
た
ま
た
ま
新
箇
の
守
到
り
狡
す
。

冗
甚
な
れ
ば
―
―
せ
ず
。

に
田
園
を
葺
治
し
て
以
て
今
日
の
賜
に
報
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よ
‘

1
ー（

子
、
欲
賣
荊
南
頭
湖
荘

子
、
去
府
五
六
十
里
、
有

米
五
百
来
石
、
厭
直
六
百

千
、
先
只
要
二
百
来
千
、

餘
可
造
逼
、
不
知
信
否
、

又
見
築
宣
徳
言
、
此
田
甚

好
、
但
税
梢
重
、
告
為
問

看
、
彫
寺
丞
之
流
、
近
日

更
不
敢
託
他
也
、
漁
胤
尊

聴
、
負
荊
不
了
也
、

（
典
楊
元
素
）

/

。

1

，
ー

、
6
 

,1
し

ほ
と
り

の
任
郎
中
其
学
の
子
荊
南
の
頭
の
湖
荘
子

を
賣
ら
ん
と
欲
す
と
。
府
を
去
る
五
六
十

里
、
米
五
百
石
ば
か
り
あ
り
、
そ
の
直
六

百
千
、
ま
ず
た
だ
二
百
千
ば
か
り
を
要
す
、

ま
こ
と

餘
は
造
選
た
る
べ
し
と
。
信
か
否
か
を
知

ら
ず
、
又
築
宣
徳
を
見
る
に
言
う
。
此
の
田

や
す
み

甚
だ
好
し
。
た
だ
税
租
重
し
と
。
告
に
問

看
を
な
さ
ん
。
彫
寺
丞
の
流
は
近
日
更
に

か
れ

敢
て
他
に
託
せ
ざ
る
な
り
。
尊
聴
を
洗
嵐

し
て
負
荊
了
ら
ざ
る
な
り
。

全

右
の
二
通
は
、
黄
州
に
お
い
て
楊
絵
（
字
元
素
）
に
あ
て
た
も
の
。
楊
絵
は

新
法
の
反
対
者
で
東
披
の
知
友
の
一
人
で
、
東
披
と
詞
の
応
酬
も
あ
り
、
張
子

野
の
六
客
詞
中
の
一
人
で
、
宋
史
に
伝
が
あ
る
。
右
に
よ
る
と
、
東
披
は
田
地

を
買
う
為
、
各
地
で
種
々
な
人
の
斡
旋
を
受
け
、
田
地
の
収
獲
状
況
、
代
金
の

支
払
條
件
な
ど
検
討
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
楊
元
素
へ
の
別
の
書
簡
で

は
、
荘
園
の
管
理
に
あ
た
る
幹
人
の
雇
庸
を
依
頼
し
た
も
の
も
あ
る
。
東
披
に

こ
の
外
常
州
宜
興
県
の
田
地
の
買
入
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
多
い

が
、
右
に
引
い
た
二
通
が
田
地
の
買
入
の
こ
と
を
述
べ
て
最
も
詳
細
で
あ
る
。

宋
代
の
官
僚
は
自
己
の
荘
園
に
佃
戸
を
置
い
て
、
彼
等
の
耕
作

・
生
活
に
必

1

ほ
i--・r.―
-n:．． 
、

東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

要
な
素
材
を
貸
与
し
て
、
収
獲
後
に
租
と
と
も
に
元
利
を
徴
集
す
る
と
い
う
経

済
的
活
動
が
盛
ん
で
、
ま
た
盛
に
兼
併
を
な
し
た
。
彼
等
は
大
な
り
小
な
り
荘

園
の
経
営
を
な
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
北
宋
屈
指
の
名
臣
と
し
て
廉
潔
を

以
て
知
ら
れ
る
苑
仲
滝
で
さ
え
、
同
族
の
た
め
と
は
言
え
苑
氏
義
荘
を
経
営
し

一
般
官
僚
の
荘
圏
経
営
の
さ
ま
が
想
像
さ
れ
る
。
勢
力
あ
る
兼
併
者

は
兼
併
し
た
田
地
に
つ
い
て
充
分
な
申
告
を
行
わ
ず
、
そ
の
土
地
へ
の
賦
は
、

往
々
に
し
て
せ
っ
ば
つ
ま
っ
て
田
地
を
売
却
し
た
者
に
か
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
不

公
正
は
、
東
披
も
そ
の
策
別
で
あ
げ
て
い
る
。
衣
川
強
氏
の
所
説
に
よ
る
と
、

そ
の
兼
併
に
も
権
力
者
の
横
暴
が
あ
っ
て
、
権
力
者
が
一
た
び
そ
の
力
を
失
う

ゃ
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
る
不
正
が
弾
劾
の
材
料
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
例
が

か
な
り
な
数
に
上
る
と
い
う
。

10
慶
基
所
言
臣
強
買
常
州
宜

興
縣
姓
曹
人
田
地
、
八
年

州
縣
方
典
断
還
、
此
事
元

係
臣
任
圏
練
副
使
日
、
罪

廃
之
中
、

託
親
識
投
状

依
條
買
得
姓
曹
人
一
契
田

地
、
後
来
姓
曹
人
郁
来
臣

慮
昏
頼
争
奪
、
臣
即
時
牒

本
路
縛
運
司
、
令
依
公
盛

・‘臼
29
-
^
t
.

て
い
る
。

慶
基
の
言
う
所
の
、
臣
の
強
い
て
買
い
し

常
州
宜
興
縣
の
姓
曹
な
る
人
の
田
地
の
八

年
州
縣
は
じ
め
て
た
め
に
断
じ
て
還
せ
る

は
、
こ
の
事
も
と
臣
の
園
練
副
使
に
任
ぜ

し
日
、
罪
廃
の
う
ち
、
親
識
に
託
し
て
、

状
を
投
じ
て
條
に
依
っ
て
買
い
得
た
る
姓

曹
な
る
人
の
一
契
の
田
地
に
か
か
る
。

後
来
姓
曹
な
る
人
は
ま
た
臣
の
慮
に
来
っ

み

だ

り

，て
昏
頼
に
争
奪
す
。
臣
は
即
時
に
木
路
の

二
六



東
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て

理
根
勘
、
初
便
具
状
申
尚

書
省
、
後
来
縛
運
司
差
官

勘
得
姓
曹
人
招
服
非
理
昏

頼
、
依
法
決
屹
、
其
田
依

蓋
合
是
臣
為
主
、
牒
臣
照

會
、
臣
慇
見
小
民
無
知
、

意
在
得
財
、
臣
既
備
位
侍

従
、
不
欲
興
之
計
較
曲

直
、
故
於
招
服
断
遣
之

後
、
部
許
姓
曹
人
将
元
債

牧
贖
、
例
亦
申
尚
書
省
及

牒
本
路
施
行
、
今
慶
基
乃

言
本
縣
断
遣
本
人
、
顕
是

屈
岡
、
今
来
公
案
見
在
戸

部
、
可
以
取
索
案
験
‘
:
・:・

（
辮
黄
慶
基
弾
劾
劉
子
）

縛
運
司
に
牒
し
て
、
公
に
依
り
て
理
を
證

し
て
根
勘
せ
し
め
、
す
な
わ
ち
状
を
具
し

て
尚
書
省
に
申
す
。
後
来
韓
運
司
は
官
を

差
し
て
姓
曹
な
る
人
を
勘
し
得
て
非
理
昏

み

と

め

頼
な
り
し
を
招
服
せ
し
め
、
法
に
よ
り
て

そ
の
田
は
曹
に
よ
り
て
臣
の
主
と
な
る
べ

き
を
決
し
屹
り
、
臣
に
牒
し
て
照
會
す
。
臣

は
小
民
の
無
知
に
し
て
意
は
財
を
得
る
に

あ
る
を
見
る
を
慇
む
。
臣
は
既
に
位
を
侍

従
に
備
え
、
こ
れ
と
曲
直
を
計
較
す
る
こ

さ

ば

き

と
を
欲
せ
ず
。
招
服
し
断
遣
せ
る
の
後
、

ま
た
姓
曹
な
る
人
の
元
慣
を
も
っ
て
牧
贖

す
る
を
許
し
、
す
な
わ
ち
ま
た
尚
書
省
に

申
し
、
及
び
本
路
に
牒
し
て
施
行
せ
り
。

今
慶
基
は
す
な
わ
ち
言
う
。
本
縣
は
本
人

を
断
遣
す
と
。
あ
き
ら
か
に
こ
れ
謡
岡
な

り
。
今
来
公
案
は
戸
部
に
見
在
す
。
以
て

取
索
案
験
す
べ
し
。

．．．．．． 

右
は
常
州
宜
興
県
の
田
地
の
買
入
れ
に
、
東
披
が
知
県
と
結
託
し
て
強
制
し

て
買
上
げ
た
と
い
う
こ
と
が
売
主
曹
氏
の
申
告
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
、
元
祐

二
七

八
年
五
月
御
史
黄
慶
巷
が
告
発
し
た
の
に
対
し
て
辮
じ
た
文
で
、
績
資
治
通
鑑

長
編
に
も
こ
の
文
が
告
発
の
文
と
と
も
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
に

よ
っ
て
東
披
も
あ
る
程
度
の
荘
園
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

し
て
詩
中
の
買
田
の
語
は
、
退
老
計
董
と
い
う
こ
と
の
外
に
当
時
の
荘
園
経
営

熱
を
か
な
り
反
影
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
東
披
の
家
産
の
薄
さ
と
率
直
な

性
格
が
し
き
り
に
こ
の
語
を
発
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
る
。

註田
欧
陽
修
の
石
枕
斬
鐘
な
ど
数
首
に
買
田
の
語
が
見
え
る
。

図
兵
を
も
っ
て
耕
作
さ
せ
る
荘
園
。

③

省

栢

、
通
行
価
値
の
低
く
な
っ
た
通
貨
。
容
齋
三
筆
に
省
銭
百
阻
に
つ
い

て
の
べ
る
所
が
あ
る
。

田
元
典
章
戸
部
に
「
先
典
後
賣
」
と
い
う
類
似
の
語
が
見
ら
れ
る
。

固

俗

諺

、
他
に
動
か
ぬ
よ
う
確
保
す
る
こ
と
を
言
う
か
。

⑥

湖

田

、
千
拓
の
荘
園
を
さ
す
。

切
周
藤
吉
之
博
士
、

「
中
国
土
地
制
度
史
研
究
」
に
こ
の
こ
と
は
詳
し
い
。
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